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（財）自治総合
センター

（財）日本生
命財団

（財）三井住
友海上文化
財団

（財）三菱Ｕ
ＦＪ信託地域
文化財団

鳥取銀行 独立行政法人
日本万国博覧
会記念機構

ポーラ伝統
文化振興財
団

山陰中央テレビ

コミュニティ助
成事業

地域伝統
芸術等保
存事業
映像記録
保存事業

“広がれ、元
気っこ活動”
児童・少年
の健全育成
助成

文化の国際
交流活動に
対する助成

－ 公益信託とり
ぎん青い鳥基
金

日本万国博覧
会記念基金事
業

ＴＳＫ地域伝統芸能
振興助成金

伝統文化一般 異年齢・異
世代交流活

音楽・郷土
芸能

伝統芸能 地域文化、芸
術文化

伝統文化 日本の無形
の伝統文化

伝統芸能

市（区）町村、
コミュニティ組
織又はコミュニ
ティ組織の連

民間の団
体・グループ

アマチュア
団体

アマチュア
団体

鳥取県の地
域文化、芸術
文化の振興
に寄与する団

国及び地方公
共団体を除く
公益的な事業
を実施する団

個人、団体 原則、国・県・市町
村指定無形民俗文
化財の保存団体

施設又は設備
の整備に関す
る事業

伝統芸能
等を映像
に記録・保
存

① 市区町
村が実施
する地域
伝統芸能
継承者育
成事業

② 保存会等
が実施又は
複数の保存
会等が合同
実施する地
域伝統芸能
継承者育成
事業に対し
て市区町村
が経費を負
担する事業

活動に常
時・直接必
要な物品の
購入費

有意義な国
際交流活動

伝統芸能の
公演

鳥取県の地
域文化、芸術
文化の振興
に寄与する事
業活動

博覧会の成功
を記念するに
ふさわしい文化
的活動（日本の
伝統文化の伝
承及び振興活
動、芸術及び
地域文化に関
する活動）

日本の無形
の伝統文化
財の記録や
研究、保存・
伝承活動に
おいて、有効
な成果が期
待できる事業

（１）地域伝統芸能
に関する行事等実
施事業
（２）地域伝統芸能
に関する保存・継承
事業
（３）地域伝統芸能
に関する修復事業
（４）その他、地域伝
統芸能に寄与する
事業

100万円～250
万円

助成対象
事業経費
の10分の8
以内、上
限320万円

助成対象
事業経費
の10分の
8以内、上
限100万
円

市区町村負
担額の10分
の8以内、上
限100万円

１団体当たり
30万円以上
60万円以内

50万円ある
いは100万
円

規定なし 1団体50万円
以内(10団体
まで)

50万円の定
額。（対象事業
費50万円以上
条件）

1件あたり、30
万円程度か
ら200万円程
度

原則１事業につき
上限30万円（団体
負担金額の範囲
内）

募集開始 6月、10月 11月 11月上旬 8月 7月 12月頃 11月頃

申請〆切 12月上旬 12月末 11月末
1月、7月最終
営業日

9月末 翌3月末 翌1月末

決定通知 翌4月 翌2月 翌3月 3月、9月下旬 翌3月中旬 翌7月末 翌3月末
各市町村のコ
ミュニティ担当
（企画課など）

鳥取県 福祉
保健部 子育
て王国推進
局 青少年・
家庭課

鳥取県文化
観光局文化
政策課

鳥取県文化
観光局文化
政策課

直接申請 直接申請 直接申請 直接申請

助成対象事業

補助率・上限

主体

事業名

対象文化財

助成対象者

スケ
ジュール

目安

提出先

（財）地域創造

伝統芸能等

市区町村

鳥取県文化観光局文化政策課

8月

10月

翌2月

地域伝統芸術等保存事
業　地域伝統芸能継承
者（青少年等）育成事業


